
 

 

【雇用調整助成金（休業等）支給申請書記載例（休業・教育訓練の場合）】 

 

 

 

（※）中小企業事業主とは、 

 小売業（飲食店を含む） 

 サービス業 

 卸売業 

 その他の業種 

 資本金 5,000万円以下又は従業員  50人以下 

 資本金 5,000万円以下又は従業員 100人以下 

 資本金   １億円以下又は従業員 100人以下 

 資本金   ３億円以下又は従業員 300人以下 

 をいい、大企業事業主とは中小企業事業主に該当しないものをいいます。 

※ 連続判定基礎期間（２判定基礎期間（２か月分）又は３判定基礎期間

（３か月分））とした場合であっても、各判定基礎期間ごとに、それぞれ

申請書を提出してください。（ただし、２か月目又は３か月目の判定基礎

期間については、この様式の別葉に、①の(6)欄、②欄及び③欄のみの記

入）。 

 

裏面がありますので、必ず支給申請書の裏面を読んだ上で申請してください。 

対象労働者の所定労働日数

の合計を記入してください。 

支給を受けようとする助成

金額(4)と(5)の合計の金額を

記入してください。 

判定基礎期間ごとに提出し、

判定基礎期間の末日の翌日から

起算して２か月以内に提出して

ください。 

 

賃金締切日が毎月一定の期

日で定められている場合、○で

囲み日付を記入してください。 

 休業規模が大企業事業主の

場合は3.3（1/30×100）、中小企

業事業主の場合は2.5（1/40×

100）以上であれば助成対象と

なります。 

金融機関名及び支店名を必ず

記入してください。 

対象労働者は、休業等を実

施する事業所の雇用保険の

被保険者です。 

ただし、解雇を予告された

被保険者、退職願を提出した

被保険者、事業主による退職

勧奨に応じた被保険者及び

日雇労働被保険者等を除き

ます。 

本様式は自動計算機能が付いていま

すので、この機能を使用する方はピ

ンク色のセルのみ入力してくださ

い。 

（黄色のセルは算定書から起動入力

されます） 

（青色のセルは自動計算されます。） 


